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正誤箇所 誤  

5．演題募集について 
3）共同研究者 3行目 

倫理規程ガイドライン 
倫理規程の適切な取り扱いのためのガイドライ

ン（以下，倫理規程ガイドライン） 

同上 
倫理規定ガイドライン：https:// 
www.jsrt.or.jp/data/pdf/etc/naiki_rinri.pdf 

倫理規程ガイドライン：https:// 
www.jsrt.or.jp/data/pdf/etc/guideline-rinri.pdf 

5．演題募集について 
5）応募演題の倫理承認に

ついて【重要】1，5行目 

研究協力者 研究対象者 

同上 3〜4行目 
倫理規程の適切な取り扱いのためのガイドライン

https://www.jsrt.or.jp/data/pdf/etc/guideline-rinri.pdf
を 

倫理規程ガイドラインを 

同上 9行目 
本学会の倫理規程に反する場合は，倫理的観点から不

採択となる 

倫理的観点から明らかに倫理に反すると判断さ

れる場合は，不採択となる 

5．演題募集について 
「応募演題の倫理に関す

る質問」設問 A：1行目 

研究協力者 研究対象者 

同上 設問 B：4行目  

設問 C：2，3行目 
倫理委員会 倫理審査委員会 

同上 設問 E： 

設問 E：本学会では，原則として，研究協力者（患者

またはボランティア）に対し，研究を目的とした侵襲

的な行為（放射線被ばく，肉体的・精神的苦痛を伴う

行為，薬剤等の投与）を行う研究を原則として認めて

いませんが，当該研究が当該施設の倫理承認を得た上

で，以下に示す 3つの条件を満たしていると本学会の

倫理審査委員会が認める場合に限り，本学会での研究

発表を許可しています． 

設問 E：本学会では，研究者および研究機関(以

下，研究者)は，許容範囲を超える放射線被ばく，

苦痛の範囲が社会的な許容範囲を超える肉体

的・精神的苦痛を伴う行為，および医学的妥当

性が認められない不必要な薬剤投与等の侵襲的

な行為を行ってはならないとしています.なお，

許容範囲などについては，臨床研究法・各倫理

指針などに基づく各施設などにおける倫理審査

委員会で判断するものとしますが，この判断が

学会の観点(ICRP Publication 62などを参考)

から正当な理由のもとに問題があると考えられ

る場合には，不採択となる場合があります.な

お、研究対象者に対し侵襲的な行為を伴う場合

は、倫理承認の有無と，以下の 3項目のそれぞ

れについて記載して下さい. 

同上 設問 E：9行目 
倫理承認の有無と，上記の 3項目のそれぞれについて，

以下に記述してください． 
削除 

8）演題審査 2行目 倫理規定 倫理規程 

9）演題応募方法 

注意事項② 
一般的でない略語は避けるようにし，用いる場合でも

正式名称もしくは日本語名を併記してください． 
一般的でない略語は避けるようにし，正式名称

もしくは日本語名を使用してください． 
 




